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平成２５年度第１１回清須市農業委員会議事録 

 

召集年月日 平成２６年２月２０日（木） 午後２時 

召 集 場 所 清須市春日公民館 大会議室 

開 会 平成２６年２月２０日（木） 午後２時 

出 席 委 員 １９名 

１．渡辺秋郷    ２．大橋 浩   ３．石田紀與    ４．早川勝義 

５．浅井尊弘   ６．安田武雄   ７．瀬尾久善    ８．浅野佳伸   

９．成瀬恒雄  １０. 三宅正恭   １１．日下部錠一  １２．石黒鈜俊   

    １３．川崎良一  １４. 小﨑 進    １５．小崎崇德   １６．星野國雄 

    １７．加藤頌茲   １８．星野 満   １９．櫻井紀彦 

 

欠 席 委 員 なし 

 

本会議に職務のために出席した者の氏名 

事務局長    寺井秀樹 

主  事    島津行康・山田悠二・安藤敏秀 

 

議 事 日 程 １．開会のことば 

      ２．農地転用等について 

      ３．その他 

 

事 務 局  只今より平成２５年度第１１回清須市農業委員会を開催させていただき

ます。最初に会長より開会のことばをお願いします。 

 

会 長  こんにちは。委員の皆さん、２月に入り、節分、立春と除々にですが、季 

節は春に向かって進んでいます。しかし、まだまだ寒い日もありますので、 

委員の皆さんには体調管理に、十分注意してください。 
では、只今から、平成２５年度第１１回清須市農業委員会を開催いたしま

す。 

本日の出席議員は１９名での予定で、定足数に達していることをご報告い

たします。 

次に、本日の議事録署名者を指名させていただきます、本日は３番 石田

紀與 委員と１３番 川崎良一 委員にお願いしたいと思います。 

ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

会   長  ありがとうございます。 

それでは、本日の議事日程（２）農地転用等について進みます。 

 

【議案第２３号】 

・農地利用計画変更の申出について  … ２件 

【議案第２４号】 

・農地法第３条による許可申請    … １件 

【議案第２５号】 
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・農地法第４条による許可申請    … ２件 

【議案第２６号】 

・農地法第５条による許可申請    … １件 

【議案第２７号】 

・清須市農業委員会「平成２４年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・

評価（案）」策定について 

【議案第２８号】 

・清須市農業委員会「平成２５年度の目標及びその達成に向けた活動計画

（案）」策定について 

【議案第２９号】 

・下限面積（別段の面積）の設定について 

【議案第３０号】 

・清須市賃借料情報の公表について 

以上、８議案について審議したいと思います。 

 

まず、【議案第２３号】農用地利用計画変更の申出について、入ります。 

 

会   長  それでは、事務局に説明を求めます。 

 

事 務 局  はい、会長、農用地利用計画変更の申出について説明します。 

編入の案件ですが、この議案は、前回第１０回清須市農業委員会にて報告

させていただきましたが、５条許可一部取消し及び事業計画変更に伴う案件

になります。 

西春日井農業協同組合・宮田用水土地改良区にも同様に協議を求めており

ますが、登記・現況地目ともに「畑」ということで支障及び土地改良区区域

に該当なく、農用地に編入する申出です。 

次の案件は、「農用地の除外」で、農用地区域を農用地でないものにする手

続きです。この農用地の除外には、５つの要件というものがありまして、 

①他の土地で代えることが困難なこと 

②農用地の集団化、農作業の効率化に支障がないこと 

③農用地の利用集積に支障がないこと 

④土地改良施設の機能に支障がないこと 

⑤土地改良事業の完了後８年を経過していないこと、などがあげられます。 

申請人の●●さんは、現在●●市のアパートに親子４人でお住まいです、

昨年第２子が生まれ手狭になり、●●は●が継ぎ、市外の土地も検討しまし

たが折り合いがつきませんでした。●●●・●・●は土地を所有しておらず、

今後、落ち着いた環境での子供の保育等を考えて、●●に近い●所有の当該

土地に分家住宅を建築したいとの申請です。 

       場所については、●●●●●●●●●●、登記現況とも畑、面積２２２㎡

です。位置は、●●●●●●●から２００ｍほど●、●●●から１５０ｍほ

ど●に来たところで、●●●●●から●に位置しています。そのため、農用

地区域とは言うものの、近隣では宅地化が進み、●●●となります。 

以上、説明を終わります。 

 

会   長  事務局の説明が終わりました。 

この案件について、ご質問、ご意見等があればお伺いいたします。 
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この案件の地元の委員は、星野委員・三宅委員さんですがいかがでしょ 

うか。 

 

星 野 委 員  別段問題ありません。 

 

三 宅 委 員  排水路の確保をしていただければ、問題ありません。 

 

会   長  他に何かご質問、ご意見等ありませんか。 

ないようですので、この案件について、当農業委員会として承認してよろ

しいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

会   長  ありがとうございます。この案件について原案のとおり当農業委員会とし

て承認することといたします。 

 

続いて、【議案第２４号】農地法第３条による許可申請に入ります。事務

局に説明を求めます。 

 

事 務 局  はい、会長。 

議案第２４号について、説明させていただきます。 

番号１３番について、●●●●●●●●●●、面積３，００４㎡、登記、現

況とも畑です。賃貸人●●●●様、賃借人●●●●様とした２年間の賃貸借

権の設定となっています。 

 

●●様は●●●にお住まいですが、お勤めで耕作の継続ができないという

事、一方、●●様は経営規模の拡大をされたいという事で合意され、賃貸借

権の設定により農地を借り受けるものです。以上、説明を終わります。 

 

会   長  事務局の説明が終わりました。 

この案件について、ご質問、ご意見等があればお伺いいたします。委員のみ

なさんで何かありませんか。 

この案件の地元は、小崎崇徳委員ですが・・ 

 

小 崎 委 員  別段問題ありません。 

               

会     長  ありがとうございます。他に何かご質問、ご意見等ありませんか。 

 

       ないようですので、この案件について、当農業委員会として許可してよろし

いでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

会   長  ありがとうございます。この案件について原案のとおり当農業委員会として

許可することといたします。 
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続いて、【議案第２５号】農地法第４条による許可申請に移ります。 

この件につきましては事務局に説明を求めます。 

 

事 務 局  はい、会長 

議案第２５号について、説明させていただきます。 

それでは、番号３２番をお願いします。 

申請地は、市街化調整区域の清須市●●●●●●●●、登記現況ともに田、 

面積４４１㎡です。 

       所有者は●●●●様で、店舗兼住宅を建築するための農地転用です。 

●●様は現在、住所地の●●で生活しておられます。●●の会社の●●に

入っていた●●●、●●は無くなり、残り６筆を所有しておりますが、すべ

て調整区域です。今回の計画は、そのうちの一つで、２本の道路に面してい

る角地です。●●●免許を持っているということで●●●●の●●●●●を

行う予定です。他の４筆は面積が狭く、もう１筆は隣地です。 

申請地は、●●●●●●●自動車道●●●インターチェンジから３００ｍ

以内の３種農地と判断でき、運用通知第２の１の（１）、エ－（ア）－ａ－（ｂ）

に該当します。一般基準についても他法令の許可見込みがありますので、よ

ろしくお願いします。 

 

続いて、番号３５番をお願いします。 

この案件については、平成２６年１月２３日に行われた、農用地を除外す

るための「尾張地域農業振興地域整備対策班会議」において、審議の結果、

「除外やむを得ない」との回答を受け、今回、農地転用の許可申請をされた

ものです。 

       所有者は●●●●様で、場所については●●●●●●●●●、登記現況と

も畑、面積２２６㎡です。自己用住宅を建築するための農地転用であります。 

申請者の●●●は、現在●●●●●●●●●●を借地し居住していますが、

土地所有者の返還請求より土地を明け渡すことになりました。 

申請者が所有する土地は、●●●●●、●●●●●、●●●●のうち、●

●●●●を選択し計画しました。 

他に●●●●市・●●市の市街化区域２筆と調整区域の●●市●●●１筆

を検討したものの、折り合いがつかず申請しました。 

申請地は、●●●●地域で１０ｈａ以上であるため、立地基準によると、

当該農地の区分は第１種農地と判断でき、運用通知第２の１の（１）、イ－（ア）

－ａに該当します。 

また、宅地化が進む辺縁部となり既存集落に隣接していますので、許可基

準ではイ－（イ）－ｃ－（ｄ）に該当します。一般基準についても他法令の

許可見込みがありますので、よろしくお願いします。  

以上、説明を終わります。 

 

会   長  事務局の説明が終りました。 

この案件について、委員のみなさんで何かご意見はありませんか。 

この案件の地元は、石田委員・三宅委員ですが・・・ 

 

石 田 委 員  別段問題ありません。 
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三 宅 委 員  排水路の確保をしていただければ、問題ありません。 

 

会   長  他に何かご質問、ご意見等ありませんか。 

 

ないようですので、この案件について、当農業委員会として承認してよろ

しいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

会   長  ありがとうございます。この案件について当農業委員会として承認するこ

とといたします。 

 

続いて、【議案第２６号】農地法第５条による許可申請に移ります。 

この案件につきましては、１７番 加藤委員は、利害関係人となりますの

で、農業委員会等に関する法律第２４条の規定により離席をお願いします。 

 

《加藤委員 離席》 

 

では事務局に説明を求めます。 

 

事 務 局  はい、会長 

 

議案第２６号について、説明させていただきます。 

それでは、受付番号１５１番をお願いします。 

申請地は、清須市●●●●●●●●、同●●●●、同●●●●、同●●●●、

同●●●●、同●●●●、同●●●●、同●●●●、同●●●●、同●●●

及び同●●●の合計１１筆。いずれも登記現況とも畑、合計面積は１，４９

３．５９㎡です。 

申請地は、市街化調整区域内で●●●●●道路●●●●●線●●出口から

３００ｍ以内の場所となり、３種農地になります。 

       賃貸人は●●●様・●●●●●様・●●●様・●●●●様・●●●●様・

●●●●様の計６名と、賃借人は●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●様とした、賃貸借権設定による、店舗兼駐車場を建築するための農地

転用であります。 

申請地は市道●●●●●●線に面しているため交通状況も良好で、商品の

搬出入も容易で、周辺には既存集落が相当数点在しているので、ドライバー

の皆様や地域の方々に利用していただけると確信し関係地主の了解も得られ

ているので出店を決意されました。出店にあたっては、利便性・安全性・採

算性等を配慮し最良の店舗配置計画・駐車場計画を行いました。 

また、許可基準についても、運用通知第２の１の（１）からエ－（ア）－

ａ－（ｂ）に該当します。また他法令関係についても申請中でありますので、

特段問題があるとは考えられませんのでよろしくお願いします。 

      以上で説明を終わります。 

 

会   長  事務局の説明が終りました。 

この案件について、委員のみなさんで何かご意見はありませんか。 
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この案件は、星野満委員でよろしいでしょうか・・・ 

 

星 野 委 員  別段問題ありません。 

 

会   長  他に何かご質問、ご意見等ありませんか。 

ないようですので、この案件について、当農業委員会として承認してよろ

しいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

会   長  ありがとうございます。この案件について当農業委員会として承認すること

といたします。 

 

では、ここで加藤委員の入室を許可します。 

  

《加藤委員入室》 

 

会   長  ただいま、加藤委員が入室されましたので、先ほど審議しました議案第２６

号農地法第５条許可については、原案どおり承認したことをご報告します。 

続いて、【議案第２７号】清須市農業委員会 平成２５年度の目標及びその

達成に向けた活動の点検・評価（案）について、【議案第２８号】清須市農

業委員会 平成２６年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）につい

て、この２議案は関連性がございますので、一括して議題といたします。 

では、事務局に説明を求めます。 

 

事 務 局  はい、会長 

平成２１年１２月１５日に改正農地法が施行され、「農業委員会の適正な事

務実施について」ということで、農業委員会の業務の透明性向上、全国的な

公平性・公正性の確保等を図る観点から改正され、平成２３年度より順次実

施しているものであります。 

そのため、清須市農業委員会としても平成２３年度より清須市農業委員会

の活動に対して目標の設定及び活動計画を策定、そして、その策定した、目

標及び活動計画に対しての点検・評価をそれぞれ農業委員会で実施し、それ

を公表、意見を徴収するとともに、その徴収した意見を踏まえた、点検・評

価並びに目標の設定及び活動計画にすることとしています。 

それでは、内容について説明させていただきますので、「平成２５年度の目

標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）について」の資料をお願い

します。 

法令事務に関する点検で、１：総会等の開催及び議事録の作製（１）～（４）

アに○をつけています。 

２：事務に関する点検（１）農地法第３条に基づく許可事務の１年間の処

理件数１４件。（２）農地転用に関する事務（意見を付して知事への送付）許

可案件ですが、１年間の処理件数２１件です。（４）情報の提供等 賃貸借情

報の調査・提供では対象件数は２件、農地の権利移動等の状況把握の調査対

象件数は１５９件、農地基本台帳の整備の対象面積は３４５ha です。 

遊休農地に関する措置では、管内農地面積２９８ｈａ，遊休農地面積１．
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８ｈａ 割合では０．６％です。平成２５年の実績は目標２．４ｈａ対して

実績１．８ｈで７５％まで減少した結果になりました。指導件数は７１筆で

指導対象者５５人でした。 

Ⅲ 促進等事務に関する評価では農家数７１９戸、並びに認定農業者１１

経営と減少しています。 

担い手への農地の利用集積は，農地バンク制度を利用して２ｈａの目標が

ありましたが、実績としては３００㎡で達成率は１．５％でした。 

続いて、議案第２８号「平成２６年度の目標及びその達成に向けた活動計

画（案）について」をお願いします。 

こちらについては、議案第２７号の平成２５年度の点検・評価を参考に平

成２６年度の活動計画を策定しました。 

       法令事務の遊休農地に関する措置は、目標として平成２５年度実績の１．

８ｈａから１．５ｈａを解消する案で、今、以上に仕事と兼業されて耕作で

きない方や高齢のため耕作ができない方や後継者不足など耕作放棄地の解消

の周知と制度利用での解消をアピールしたいと思います。 

Ⅱ促進等事務の１認定農業者等担い手の育成及び確保では、認定農業者数

の目標として１２経営と設定し、２担い手への農地の利用集積は耕作放棄地

解消目標である１．５ｈａにしました。 

この２案件は、農業委員会終了後、閲覧により、地域の農業者等から意見

及び要望を募集することとなっています。 

 

会   長  事務局の説明が終りました。 

この案件について、委員のみなさんで何かご意見はありませんか。 

 

渡 辺 委 員  Ⅰ法令事務に関する点検、１総会等の開催日・公開である旨の周知状況で

すが、「ア：周知している」に印をつけていますが、周知の方法が「特になし」 

      とのことですが整合性がないと思います。 

       ２事務に関する点検（４）情報の提供等の農地基本台帳の整備の対象農地

面積３４５ｈａとⅡ法令事務（遊休農地に関する措置）に関する評価１現状

及び課題の管内農地面積２９８ｈａの面積は同一ではないでしょうか。 

        

事 務 局  はい、会長 

具体的には市ホームページ及び農業委員会にて公表していますので、追記し

訂正させていただきます。 

面積については、農用地・農振・調整区域・市街地田畑の面積を精査し、見

直します。 

 

加 藤 委 員  農業基本台帳面積と管内農地は定義が違うので、同一ではないです。 

 

事 務 局  面積については、一度再確認し、次回説明したいと思います。 

 

会   長  では、継続審議として、当農業委員会の回答としてよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

会   長  ありがとうございます。続いて、【議案第２９号】下限面積（別段の面積）
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の設定について、移ります。では、事務局に説明を求めます。 

 

事 務 局  はい、会長 

平成２１年１２月施行の改正農地法により、農業委員会が、農林水産省令

で定める基準に従い、市町村区域内の全部又は一部についてこれらの面積の

範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公

示したときは、その面積を下限の面積として設定できることになりました。 

      「農業委員会の適正な事務実施について」（２０経営第５７９１号平成２１

年１月２３日付け農林水産省経営局長通知）が、平成２２年１２月２２日付

けで一部改正され、農業委員会は、毎年、下限面積（別段に面積）の設定又

は修正の必要性について審議することとなっております。 

  このため、今年度の下限面積（別段の面積）の設定の提案をいたします。 

提案内容は、（１）農地法施行規則第１７条第１項の適用については【方

針】現行の下限面積（別段の面積）２０アールの変更は行わない。【理由】

として２０１０年農林業センサスで２０アール以下の農地を耕作している

農家が全農家のおおむね４０％となっていることや、その後の状況も大きく

変化をしていないためです。また、設定基準である２０１５年農林業センサ

スは平成２７年２月１日予定しているためです。 

（２）農地法施行規則第１７条第２項の適用については【方針】現行の下限

面積（別段の面積）２０アールの変更は行わない。【理由】として管内の耕作

放棄地は、従来より拡大していない状況であるためです。 

       以上、説明を終わります。 

 

会   長  事務局の説明が終りました。 

この案件について、委員のみなさんで何かご意見はありませんか。 

 

小 崎 委 員  別段の面積ですが、反別という単位の意味でしょうか。 

 

事 務 局  はい、会長 

農業委員会が、農地法第３条で定める農地の権利取得にあたっての農林水

産省令で定める基準に従い、市町村区域内の全部又は一部についてこれらの

面積の範囲内で別段の面積を定め、これを公示したときは、その面積を下限

の面積として設定できることになりました。 

      農業委員会は、毎年、この下限面積を別段に面積として設定又は修正の必

要性について審議することとなっております。 

 

会   長  他に何かご質問、ご意見等ありませんか。 

 

渡 辺 委 員  ２０１０年農林業センサスで２０アール以下の農地を耕作している農家が

全農家のおおむね４０％となっているところですが、４０％以上なのか未満

なのかどちらでしょうか。 

 

事 務 局  はい、会長 

       農林業センサスの面積別は１０アール単位になっており、２０アール以下

の農地を耕作している農家は全農家の４０％未満になっています。 
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会   長  他に何かご質問、ご意見等ありませんか。 

ないようですので、この案件について、当農業委員会として承認してよろ

しいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

会   長  ありがとうございます。この案件について当農業委員会として承認するこ

とといたします。続いて、【議案第３０号】清須市賃貸借情報の公表につい

て、議題といたします。では、事務局に説明を求めます。 

 

事 務 局  はい、会長 

平成２１年１２月の農地法の改正により、標準小作料制度が廃止 

され、標準小作料に代わる農地の賃貸借契約を締結する際の目

安となるよう、農業委員会が賃借料の情報提供を行い、平成２５

年１月から１２月までに清須市農業委員会を通じて賃貸借契約の締結のあ

った農地の賃借料水準（１０ａあたり）を公表するものです。 

       対象地域は清須市全域、対象農地は賃借権が設定された田または畑になり 

      実績として田の契約は無く、畑では２件でした。賃貸借内容は最高・最低・ 

      平均ともに１０，０００円です。この賃借料情報は、拘束力はなく賃借料決

定の参考として提供するものです。実際の契約の際には、貸し手と借り手の

両者で協議の上、賃貸借契約を締結していただきます。 

以上、説明を終わります。 

 

会   長  事務局の説明が終りました。 

この案件について、委員のみなさんで何かご意見はありませんか。 

ないようですので、この案件について、当農業委員会として承認してよろし

いでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

会   長  ありがとうございます。この案件について当農業委員会として承認することと

いたします。 

   【報告第３１号】農地法第４条第１項第７号の規定による届出に入ります。

地区の担当委員さん、何かありましたらお願いします。 

番号２９番、●●●●●●●● 登記畑、現況宅地、面積３３㎡、転用目

的は宅地拡張で始末書有りですが、問題ありません。 

 

番号３０番、●●●●●●●●●●●● 登記田 現況雑種地、面積３５

０㎡ 転用目的は露天駐車場で始末書ありです。 

 

大 橋 委 員  問題ありません。 

 

会   長  番号３１番、●●●●●●●● 登記畑 現況宅地、面積２４㎡ 転用目

的は一般個人住宅で始末書ありです。 

 

小 﨑 委 員  問題ありません。 
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会   長  番号３３番、●●●●●●●● 登記田 現況畑、面積２５９㎡ 転用目

的は露天駐車場ですが、問題ありません。 

 

番号３４番、●●●●●●●● 登記畑 現況雑種地、面積３７０㎡ 転

用目的は共同住宅で始末書ありです。 

 

三 宅 委 員  問題ありません。 

 

会   長  番号３６番、●●●●●●● 登記畑 現況畑一部境内地、面積３５８㎡ 

転用目的は露天駐車場で始末書ありです。 

 

成 瀬 委 員  問題ありません。 

 

会   長  番号３７番、●●●●●●●●●●及び●●●●●● ともに登記畑 現

況宅地、合計面積１３８㎡ 転用目的は一般個人住宅で始末書ありです。 

 

三 宅 委 員  問題ありません。 

 

会   長  ありがとうございます。 

続いて、【報告第３２号】農地法第５条第１項第６号の規定による届出に入

ります。 

番号１３３番 ●●●●●●●、登記現況とも畑、面積１８１㎡、所有権

移転による店舗への転用です。 

 

浅 野 委 員  問題ありません。 

 

番号１３４番 ●●●●●●●●●●●、登記現況とも畑、合計面積２９

３㎡、所有権移転による一般個人住宅への転用です。 

 

日下部委員   問題ありません。 

 

番号１３５番 ●●●●●●●●●●及び●●●●●、登記畑、現況雑種

地、合計面積２１４㎡、使用貸借権設定による一般個人住宅への転用で始末

書ありです。 

 

浅 野 委 員   問題ありません。 

 

番号１３６番 ●●●●●●●、登記畑 現況雑種地、面積４５㎡、所有

権移転による露天駐車場への転用で始末書ありです。 

 

成 瀬 委 員   問題ありません。 

 

番号１３７番 ●●●●●●、登記畑 現況雑種地、面積１７㎡、所有権

移転による露天駐車場への転用で始末書ありです。 
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成 瀬 委 員   これも、問題ありません。 

 

番号１３８番 ●●●●●●●、登記田 現況畑、面積１２９㎡、所有権

移転による一般個人住宅への転用です。 

 

浅 野 委 員   問題ありません。 

 

会   長  番号１３９番 ●●●●●●●●●●●●●●●及び●●●●、登記現況

とも田、合計面積４７６㎡、所有権移転による分譲住宅２棟への転用です。 

 

渡 辺 委 員   問題ありません。 

 

番号１４０番 ●●●●●●●●●●●●●●、登記田現況宅地、面積２

７９㎡、所有権移転による一般個人住宅への転用で始末書ありです。 

 

渡 辺 委 員  問題ありません。 

 

会   長  番号１４１番 ●●●●●●●●●●●、登記現況とも畑、面積３４０㎡、

所有権移転による露天駐車場への転用です。 

 

瀬 尾 委 員  問題ありません。 

 

会   長  番号１４２番 ●●●●●●●●●●●、登記畑 現況公衆用道路、面積

９．９１㎡、登記地目変更及び所有権移転への転用です。 

 

瀬 尾 委 員  問題ありません。 

 

会   長  番号１４３番 ●●●●●●●●●●、登記現況ともに田、面積２４７㎡、

所有権移転による一般個人住宅への転用です。 

 

日下部委員  問題ありません。 

 

会   長  番号１４４番 ●●●●●●●●、登記現況ともに畑、面積２３６㎡、所

有権移転による一般個人住宅への転用です。 

 

日下部委員  問題ありません。 

 

会   長  番号１４５番 ●●●●●●●●●●●、登記田現況宅地、及び２３９７

－４、登記畑現況宅地、面積２９５㎡、所有権移転による一般個人住宅への

再転用です。 

 

瀬 尾 委 員  問題ありません。 

 

会   長  番号１４６番 ●●●●●●●●及び●●●、登記現況ともに田、面積９

６１㎡、所有権移転による資材置場への転用です。 
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石 黒 委 員  問題ありません。 

 

会   長  番号１４７番 ●●●●●●●●●●●、登記現況ともに畑、面積１６５

㎡、所有権移転による一般個人住宅への転用です。 

 

日下部委員  問題ありません。 

 

会   長  番号１４８番 ●●●●●●●●●●●、登記現況ともに畑、面積５３㎡、

所有権移転による宅地拡張への転用です。 

 

日下部委員  問題ありません。 

 

会   長  番号１４９番 ●●●●●●●●●、登記畑、現況雑種地、面積３３０㎡、

所有権移転による露天駐車場への転用で始末書ありです。 

 

大 橋 委 員  問題ありません。 

 

会   長  番号１５０番 ●●●●●●●●●、登記畑、現況雑種地、面積９３８㎡、

所有権移転による保育施設への転用で始末書ありです。 

 

大 橋 委 員  問題ありません。 

 

会   長  番号１５７番 ●●●●●●●●●、登記田、現況宅地、面積３９３㎡、

所有権移転による共同住宅への転用で始末書ありです。 

 

川 崎 委 員  問題ありません。 

 

会   長  ありがとうございます。 

続いて、【報告第３３号】農地法第１８条第６項の規定による通知書につい

て、移ります。地区の担当委員さん、何かありましたらお願いします。 

番号６番、●●●●●●●、登記現況ともに田、の合意解約ですが。 

 

石 田 委 員  許可案件でも説明があり、転用のための解約で問題ありません。 

 

会   長  ありがとうございます。 

続きまして、【報告第３４号】農地改良届出書について移ります。 

番号５番、●●●●●●●、地目 田から畑、面積は４９３㎡ですが、別

段問題ありません。 

 

これで本日予定されておりました議案は終了いたしました。この際何か質

問等ありませんか。 

 

ないようですので、（３）その他について移ります。事務局より何かあり

ますか。 

 

事 務 局  平成２６年１月３０日（木）に実施した農地パトロール実績報告について
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説明いたします。 

緑色に判定した５筆ですが、直ちに耕作可能な土地です。黄色判定ですが

前回と比較して１０筆減、２，６９３㎡減です。赤色判定は前回と比較して

１７筆減、４，２５１㎡減です。全体では、筆数は２２筆減となり、面積は

６，０４９㎡減になりました。今後も周知していきたいと思います。 

 

その他につきましては以上です。 

 

会 長  他に、何かご意見等はありますか。 

 

なければ、次回の開催について確認します。 

平成２６年３月２０日、木曜日、午後２時から、場所は清須市役所本庁舎

３階大会議室にて開催します。 

以上で、平成２５年度第１１回農業委員会を閉会します。本日はご苦労様

でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

―終了時刻午後３時３０分― 

 

 

         会   長                 

 

 

          ３番委員                 

 

 

         １３番委員                 


